
佐賀県パーキングパーミット制度
～本当に必要とする人のために～

佐 賀 県



佐賀県パーキングパーミット制度

どうして障害のない人たちが、身障者用駐車場に車をとめるのだろう。

障害のある人たちのために駐車ス

ペースを確保しておくための統一

ルールが欲しいな。

困っている人たちのことをみんなが

支え合って、誰もが安心して暮らせ

るまちづくりが必要だよね。

利用証交付により利用者を明確に

統一の案内表示設置
対象外駐車に対する指導
広報・周知

施設管理者の協力

本当に必要とする人のために駐車場を確保します



身障者用駐車場利用証

【有効期間：５年間】 【有効期間：１年未満】

Parking Permit

身障者用駐車場 利用証

2006

８
No/00354

Parking Permit

身障者用駐車場 利用証

2011

８
No/00354



身障者用駐車場看板

ParkingParking PermitPermit

身障者用身障者用 駐車場駐車場

施設管理者名

この身障者用駐車場は、佐賀県発行の
身障者用駐車場利用証（パーキングパー
ミット）を、お持ちの方が利用できます。



①身体に障害がある方で歩行困難な方
（駐車禁止除外指定車標章交付対象者に準ずる）

②一時的に歩行困難な方（けが人、妊産婦）
③高齢者で歩行困難な方（介護認定対象者に準ずる）
④難病等による歩行困難な方

身障者用駐車場のうち、県と施設管理者が協定書を締結した駐車場

施設管理者の協力県

・統一の案内表示設置
・対象外駐車に対する指導
（口頭、注意喚起文書貼付）
・広報・周知

・利用証の発行

・広報・周知

・普及・啓発・検証



駐 車交 付

窓 口

申 請

利用者 利用できる駐車場

※身体に障害のある方で歩行
困難な方
・申請書
・障害者手帳

※一時的に歩行困難な方
・申請書 ・身分証明書
・母子手帳（妊産婦）
・医師の診断書（けが人）

※高齢者で歩行困難な方
・申請書
・介護保険被保険者証

※難病等による歩行困難な方
・申請書
・特定疾患医療受給者証

※地域福祉課
５保健福祉事務所
※即日交付
※手数料（無料）

県と協定を締結した
駐車場

有効期間 施設管理者の協力

※身体障害者・高齢者・難病者

※妊産婦

※けが人

５年

妊娠７月～産後３月

車いす等使用期間

※統一案内表示設置
※対象外駐車指導
※広報・周知

方 法

※原則、直接窓口へ
※電子申請
※郵送


